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1　はじめに

電気メソキ事業場は、シアソ、六価クロム、重金属等

の有害物質を取り扱うため、基準超過の与える影響が大

きく、従来から厳しい監視の下におかれてきた0近年、

監視指導体制も整備されつつあるが、基準超過もまだ後

を絶たず、十分な技術指導ができていないのが現状であ

ろう。そこで、水質汚濁防止法でいう特定施設彪66囁

気メッキ施設」をもつ事業場について、処理施設の構造、

維持管理、安全対策等の問題点を明らかにし、今後の技

術指導上の指針に資する目的で昭和53年度に実態調査

を行った。その結果、電気メソキ事業場が抱えているい

くつかの問題点がわかったので報告する。

2　調査方／去

県内に立地する192事業場（政令市を除く）から、

無作為に52事業場を選び、排水の流入管理、処理の方

式、施設の構造、維持管理、排出管軋安全対策等につ

いて立入調査した。なお、流入管理、排出管理状態を見

るため、処理前の各系統別排水、放流水及びスラソジを

採取して分析した。また、特に電極の制御状況について

は、pIl計及びORP計を持参してチェソクした0

3　結果と考察

3．1　流入管彗

3．1．1　排水の系精分別

排水系路はシアンを含むシアソ系、クロムを含むクロ

ム系、金属を含む酸アルカリ系の3系終に分別している

事業場がほとんどである。

TableIに各系路処理前の水質分析結果の概要を

示す。またFlgl、Flg2にシアソ排水、Flg3、

Flg4にクロム排水の系路分別状況を示す。

TableI各系路処理前の水質分析結果の概要

シ　 ア　　 ン　 系 ク　　 ロ　　 ム　　 系 酸　 ア　 ル　 カ リ　系

項　　 目
分 析数 平 均値 最小 値 ～ 最大 値 分 析 数 平均 値 最小 値 ～最 大 値 分 析数 平 均値 最 小値 ～最 大値

p H 29 10　2 6　6 ～ 12　4 32 4 4

100

1 2 ～　 7　7 3 8 4 9

85

1 8 ′～ 10　9

全 シ ア ン

六 価 ク ロム

32

2 5

2 10

110

0．1 ～ 1，800
以下

25

33

0 1 ～ 2，900
以下

0．75 ～ 4，300

2 3

24

0．1 ～ 6＿1
以下

全 ク　ロ　ム 0 2 ～　 250

、下

33 114 0　9 ～ 4，60 0 0 2 ～　 9 4
以 下

亜　　　 鉛 2 0
以

0．7 へノ3，200
27 100 0　8 ～ 4，000 22 0　9 ～　 380

鋼 18 37 0　4 ～　 220 15 4．8 0 3 ～　 760
以 下

16 12 0　4 ～　　 61

ニ ソ ケ ル

鉄

C O D

2 1

2 1

3 3

4 4

51

82 3

0 5 ～ 39

1 ～ 1，000

0．9 ～ 406

17

30

2 9

13 8

0．5 ～ 200
以下

0．0 ～ 108

23

26

2 1

106

0 ．5 ～ 160

0．5 ～ 8 95

注1）単位はpEを除いて呵／£である0

2）亜凱軌ニノケルの分析対象は各メッキを行っている事業場だけであり、鉄は青化亜鉛メソキを行って

いる事業場である。
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Flg’1　シアン濃度度数分布（り

Flg2　シアソ濃度度数分布（Ⅱ）

Flgl、Flg2から明らかなように、シアンが酸ア

ルカリ系またはクロム系から11曙／∠以上検出された

事業場は少なくない。シアンの系路分別はきわめて悪い。

クロムの系路分別は酸アルカリ系への混入に問題がみ

られるが、シアンの系路分別に比べれぼまだ良い。これ

は、クロム酸等のクロム化合物がメッキの最終工程で使

用されるケースが多いため、他槽に持ち込まれることは

少なく、また着色していることから床へのこぼれ水対策

も行いやすいなどの理由によるものであろう。

クロムの系路分別はシアンの系路分別に比べ、あまり

問題とならない。これは六価クロムが酸性溶液中で、簡

単に還元物質によって還元されてしまうためであろう。

鉄イオンのシアン系への混入は青化亜鉛メッキを行っ

ている事業場に多いが、シアン分解が不完全となってい

Flg3　クロム濃度度数分布（Ⅰ）

11確／且以上
1件（40努）

Flg4　クロム濃度度数分布（Ⅱ）

るケースは少ない。しかし、このような事業場はシアン

の系路分別もまた悪い。

TableIのシアン系路排水中の鉄濃度平均値が51

野／ヱと高値なのは、一事業場において1，000巧／ヱ

と異常に高い値があったためであり、これを除く平均値

は8．9刀呼／ヱとなる。

3．1．2　流入水の水質と排水量

事業場の掩合排水量は用水使用量等から把握されてい

るが、系路別排水量にいたってはほとんどの事業場が即

答できず、把捉不十分とみられる事業場が多い。また系

路別排水量は処理施設設置時に比べ、その後の特定施設

の増設、変更等で異なってきている。したがって、処理

施設の能力を越えた流入負荷により、処理が不完全とな

っているケースもみられる。
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流入水の水質についても定期的な分析は行われておら

ず、その水質は同じメソキ形態の事業場間においてさえ

もかなり異なる。

間欠的に排出される濃厚廃液の処理についても、いっ

ぺんに排出する等、その取り扱いに対する配慮が欠けて

いる所もみられる。

亜鉛メノキを行っている事業場において、処理施設に

油類が流入し、電極の検知をそこね、秦荘制御を難しく

しているケースは少なくない。

3．2　処理方法

シアン、クロム、重金属顆別処理方法をTableⅡに

示す。大部分の事業場でシアンはアルカリ塩素法、クロ

ムは還元中和法、重金属は中和水酸化物凝集法等で処理

しているが、すべての排水をイオソ交換処理し、再利用

している所が4事業場ある。

でableⅡ　常時排水の処理方法

処 理 方法 事 業場 数 割 合 （肇）
連 続 ・回

分 の 別

処 理 水 の

再 利 用

ツ

ア

ン／

ア ル カ リ
塩 素 法

36 85　7
連 続 29

回 分 7

イオン交換法 4 9．5 連続　 4 4

電　 解　 法 1 2．4 回 分　 1

紺　 青　 法 1 2　4 連 続　 1

計 42 100
運 石己 34

回分 8

ク

1コ

ム

還 元 中 和 水

酸 化 物 法
34 75　6

連 続 29

回分 5

イオン交換法 10 22．2　連続 10 8

電　 解　 法 ロ 2，2 連 続　 1

計 45 100
連 続 39

回 分 5

重

金

属

中和水酸化

凝 集 法 のみ
40 80

連 続 37

国分 3
ロ

イオ ン′交換法 5 10 連 続　 5 5

中和水酸化物

凝 集 法 及 び

イオン安 換法

4 8
連 続 2

回 分 2

電　 解　 法 ロ 2 連 続　 1

計 50 100
連 続 45

回 分 5

3．2．1　シ　ア　ン

アルカリ塩素法によるシアン処理では、シアン排水中

にできるだけ鉄が入り込まないよう注意する必要がある

が、これができなければ不溶性錯体として沈降分離する

方法がよい。県内で1社だけ紺青法により成功している

例がある。

なお、シアン分解後ホルマリソを使用している事業場

が1社ある。このシアンヒドリソ法は、生成したシアン

ヒドリソがアルカリ性にすると加水分解を受け、シアン

を生成すること、また、最終生成物であるオキシ酸及び

過剰のホルマリソがBOD、COD源となるなど好ましくな

い。

また、汚泥発生量が少ないこと、処理水をリサイクル

できる等の理由でシアソを電解処理している事業場が1

社ある。この方法は、シアンが高濃度の場合に有効な方

法であるが、シアンを10巧／且以下にするには長時間

を要し、不経済である。

3．2．2　ク　ロ　ム

イオン交換法を採用しクロムを処理している事業場の

うち、処理水を再利用せずに放流している所が2カ所あ

る。イオソ交換法は、その組合せによっては処理水を再

利用できることも考えるべきである。

3．2．3　重金　属

亜鉛とクロムが共存する場合は、それぞれの最適pIi

領域を考えるとp王j設定が難しいが、中和剤に消石灰を

使用し、高pH領域でpH調整を行っている事業場は、

消石灰を使用していない事業場に比べ、金属がよく処理

されている。

3．3　施設の構造

3．3．1　寄　　手責

イオン交換法、電解法等を除き、いわゆる通常の連続

処理プロセスにおける施設基準（1）に照らし、各処理槽の

容積をチェノクした。その結果をTableⅢに示す0容

槙基準不適率の最も高いのが酸アルカリ系貯槽、次いで

凝集槽、シアン系貯槽の膜である。

TableⅢ　各処理槽の容積基準適合状況

槽　 名

‡

適

不　 適
不適

率㈲

施設基準

滞 留時間）容積

不足

槽

な し

計

貯

梧

酸アルカリ系 20 13 四 44 54　5

1 時間以上

十α※
ク　ロ　ム　系 23 9 3 35 34．3

シ ア　 ン 系 23 9 4 36 36 1

反

応

槽

シア ソ 1 次 30 1 0 31 3　2 10分間以上

シア ン 2 次 21 4 7 32 34　4 30 分間以上

ク ロム還 元 28 ロ 0 29 3　4 10分間 以上

p H　 調　 整 槽 58 5 0 63 7．9 10分間 以上

凝　　 集　　 槽 32 15 4 51 37　3 20分間 以上

沈　　 澱　　 槽 36 12 2 50 25．5

3 時間以上

（自然沈降

の 場 合 ）

p E 再 調 整 槽 3 1 7　　 8 46　 32　6 10分間 以上

※芸羞芸真言琶買董羞謹讐誓書嘉警笠寺苧品霞岳
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沈殿槽、凝集槽の容積不足によりフロノクがキャリオ

ーノミーしている事業場もみられる。

3．3．2　処草里のフロー

処理槽が無いため処理機能が発揮されていない事業場

がある0例えば、（1）固液分離後p＝調整槽が無く、固液

分離前のpE調整値で放流することになるため、固液分離

前のP甘詞整を高目に設定できないし、金属の沈殿分離を

考え高目に設定すれば放流水のpEが基準を超過する恐れ

が生ずる場合。（2）シアン系貯槽が無く、シアン系排水

の水質変動を抑えられないため、処理しきれずに放流さ

れる場合○アルカリ塩素法では20～130野／∠程度が

望ましい。（3）速読式アルカリ塩素法で2次分解槽が無

く、シアンは1次分軌こよりシアソ軌こ酸化され、全シ

アンとして検出されないが、シアン処理の安全性と完全分

摩を図るうえでは2段処理が望ましい。（4）中和のみで放

流しているため、ふっ酸系酸洗排水中のふっ素、真ちゅう

の酸洗いによる亜鉛、末規制物質のニッケルなどが処理

のうえで考慮されていない場合、などが指摘できる。

億万、金属の沈殿処理のうえで、p上Ⅰ調整、凝集、沈殿

等のフロ【－1によってば、処理効果に大きな影響をおよぼ

す0事業場ごとにそれぞれフローは異なっているが、大

別して以下の3通りに分けられる。このうち∽の方式が

最も多い0ここで④はシアン系、㊤はクロム系、⑤は酸

アルカリ系排水とする。

④→分靡　「
∽　⑧－→還元→p王i調整・・→凝集－→沈毅→

⑤∴」

④→分解　　　「
灯）⑧→還元→pH調整一擬集一一斗沈殿→

◎＋す

＿‾二．．’∴∴＿＿丁∴＿＿
⑤‥」

各系を一括してpH調整するのがのの方式であるが、打）

や（琳こみられるように、沈殿前に系統別にpH調整され

た排水を疑集槽または沈殿槽で合流させる構造の場倒ま、

沈殿槽において適正なpE領域に調整することが難しい。

∽のように沈殿前に一括してp＝調整することが望ましい。

3・3．3　沈殿槽、凝集槽等の構造

敷地面積の関係から、Flg5に示すような分離効率を

ねらった沈降分離装置を使用している事業場が5社ある

が、沈降物量が多く、キャリーオー／ミーしている所もみ

られる0沈降物量を常に監視しておく必要がある。

本来放射流型沈殿槽として設計されたものを環流型と

Flg5　沈降分離装置

して使用しているため短絡流の恐れがあるとか、沈殿槽

が密閉型で中の沈降状態を監視できないものなどがある。

また、凝集槽のかくはん方法をブロア一方式にしている

事業場があり、フロックの粗大化を図るうえからは好ま

しくない。

3．4　維持管嘩

3・ヰ・1　pH、ORP電極の制御

3・4・1・1　シアン1次分解pH、OR王〉

pヨはアルカリのみが注入される1点設定と酸、アルカ

リ両方が注入される2点設定があるが、シアン系排水の

pEは常時10以上であるという理由により、pH細こよる

制御を行っていない事業場もわずかにある。

pHはほとんど10～11に設定されている。ORPは大

部分が300？乃Ⅴ～400〝ZVに設定されているが200

椚Ⅴ～300〝ヱⅤの設定も少なくない。

Flg6にその実測値（携帯用pH、OBPメー∵ダー一によ

り実測したもの）を、Table附こ事業場の計器盤指示

値と実測値とのチェクの結果を示す。

3　4　5　6　7　8　9　10111213p＝

Flg6　シアン分儲、クロム還元におけるp軋ORP値
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Table　Ⅳ　計器盤のpH、ORP指示値の正確度

計器 盤 指示 値 と シ ア ン 1 次分解 シア ソ 2 次分儲 ク　 ロ　 ム　 還 元 1　 次　　 p H 後　 処　 ≡埋　 p B

ロ
実 測 値 と の 差 件　 数 （％ ） 件　 数　 （％ ） 件　 数　 （％ ） 件　 数　 （％ ） 件　 数　 （％ ）

p

0．3　 以　 下 2 4 （5 4 ） 3 2 （7 1 ） 3 5 （7 3 ） 3 3 （4 2 ） 2 9 （7 3 ）

0．4　 ～　 1 0 1 5 （3 3 ） 1 1 （2 5 ） 1 2 （2 5 ） 3 5 （4 4 ） 9 （2 2 ）

E
1 0　　 以　 上 6 （1 6 ） 2 （ 4 ） 1 （ 2 ） 1 1 （1 4 ） 2 （ 5 ）

0
6 0 7乃Ⅴ　以 下 2 1 （4 1 ） 8 （4 7 ） 3 3 （6 9 ）

R 7 0 ′、 12 0 〝ユV 1 4 （2 8 ） 5 （2 9 ） 9 （1 9 ）

P 1 3 0 〝ZV　以 上 1 6 （3 1 ） 4 （2 4 ） 6 （1 2 ）

Flg6から明らかなように、pHは大部分が10～11

の指示を示しているが、pH12付近の指示も少なくない0

0RPは設定に比べ広い巾に分布し、シアソ分解に問題

がありそうな指示も見うけられる00RPが広く分布し

ているのは、TableⅣから明らかなように、事業場の

電極の指示、掛こOBP電痩の指示が不正確な所が多い

ためである。

電極の指示が不正確な事業場が多いのは、電極の校正

の回数が少ないことに原田がある。

3ヰ．1．2　シアン2次分解pH、ORP

約半数はORP計が無く、酸化剤が注入されない構造

のものである。

pHは7～9に設定されており、ORPは500〝‡Ⅴ～

650？乃Ⅴに設定されている。

Flg6のシアソ2次分解pE、OBPの実測値をみると、

pmははとんど設定通りの指示を示しているが、ORP指

示は不適確な事業場が多い0これはでableⅣに示すよ

ぅに、シアソ1次ORPと同様、ORP指示の不正確に

よるものである。

3．4．1．3　クロム還元pH、ORP

pHは2～3に設定されているが、クロム系排水は常時

pE3以下で流入するという理由で、pB計による制御を

行っていない事業場もある0

0BPは200〝1V～400椚Ⅴに設定されているo

Flg6のクロム還元のpH、ORP実測値をみると、

p別ま設定幅よりも若干広がりを持っているものの、は

ぼpE2～3に調整されている00RPはシアン1次、

2次の場合に比べ、指示値が設定値をはずれている所は

少ない。

TableⅣからも明らかなようにpE、OBP指示が

シアソ1次、2次の場合に比べ、正確な指示を示してい

る事業場が増加している0これはクロム還元槽が酸性で

ぁることから電極に付着物が付きにくく、電極のメソテ

ナ∵／スが容易なことに理由があると思われる。

3，4．1．ヰ　1次pH

沈殿槽流入前のpHである0酸、アルカリ両方が注入

する2点設定が半数以上を占めるが、2点設定できる構

造でありながら2点設定をしていない事業場もある0

設定値ほメッキの種類、中和剤の種類、後処理pH調

整槽の有無等により、事業場によってかなり異なるo

Flg7にその実測値の度数分布を示すが、p□54～

件

教

2（）

15

10

Flg71次p甘調整値度数分布

12．2と巾広く分布している0消石灰を使用している事

業場ば高アルカリ域に調整していることがわかる。

pH度数分布が広がっているのは、事業場によってpE

設定が違うため当然ともいえるが、pE電庵の指示のズ

レの影響もその理由としてあげられる。TableⅣに示

すように、通常のメッキ排水処理に使用されるp打電極

の中で、この1次pEが最も悪い結果となっている0

これは、中和すれば良いという安易な考えもあるが、

この槽が金属の水酸化物等で懸濁している槽であるため、

p打電極のメソテナソスが容易ではないことに、主な理

由がある。1次p＝調整槽において、2～3の系路の排

水が合流する構造となっている所が多く、pH調整は決

して、容易ではない0しかし、このp口調整が金属の水

酎ヒ物沈殿処理の重要なポイントであるという認識が薄
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いための結果といえよう。

3．ヰ．1．5　後処室至pH

酸、アルカリ両方が注入する2点設定と、酸のみによ

る1点設定が半々位である。

TableⅣに示すように、後処理pHは1次pHに比

べ、数段良い結果となっている。これは、固液分離後で

あるため、メンテナンスが容易であることと、このpH

調整値が放流水のPHとして決定づけられるため、注意

が払われている結果といえる。

3．ヰ．2　電極の洗浄と校正

維持管理上、最も基本的な電極の洗浄と校正について

その頻度から管理の状態をみた。洗浄は遇2回以上を適、

遇1回を不安のあるもの、2週に1回以下を不適とし、

校正は月2回以上を適、月1回を不安のあるもの、2月

に1回以下を不適として、それぞれ判断した。その結果、

洗浄が適である事業場は全体の46％、校正については

23％である。まだ、過半数の事業場で適正な管理がさ

れていない。このように管理が不十分なため、pH調整

がうまくいかないとか、酸化剤の注入不足または過剰注

入等の現象が多くみられる。

3．4．3　排出管型、安全対策

日常の水質管理については、各事業場とも簡易水質分

析により対処している。全体の70％が放流水を1日1

回以上分析している。しかし、30％の事業場が分析を

やっていないかまたは分析頻度が少ない。

分析方法は85％が試験紙や検知管等による簡易法で

あるが、一部イオソメーター、p王1計、原子吸光光度計

を使用している事業場もみられる。シアソの分解の確認

に、残留塩素をチェクすることは有効な手段であるが、

これを実施している所が5事業場（10％）と意外と少

ない。

重た、スラッジ脱水戟の能力不足から、沈殿槽にスラ

ッジが多量に堆若し、沈殿槽の有効容積を減少させ、そ

のた捌こフロ：ックのキャリーオーバーを引き起こしてい

る事業場もみられる。

日常点検と定期点検の点検要領が定まっている事業場

は28．8％にすぎない。特に定期点検は大規模な事故を

未然に防ぐ意味からして重要である。電極やポンプ、電

磁弁等の予佑晶はかなり整備されており、電極について

は65％、ポンプ、電磁弁等の機器は61％の事業場が

予備晶を用意している。

その他処理施設の保守管理の責任区分が不明確で、処

理を理解していない人にまかせきりの所や、担当者の意

見が反映されていない所など管理組織上の問題も多い。

3・4・4　スラッジ

大部分の事業場では、シアン系、クロム系、酸アルカ

リ系の3系統に排水を分別し、それぞれ酸化分解、還元

処理した後、アルカリ性にし、水酸化物として重金属を

固液分辞する方式で処理が行われている。これに伴い当

然スラッジが発生する。このスラッジの脱水方式は加圧

ろ過（フィルタープレス）が65％を占めている。どこ

の事業場もこの処分には苦慮しているが、業者委託処分

が71％と大部分である。このような意味からスラッジ

量を減らすことが今後の排水処理に酎、て重要となろう。

その方法として、金属のくみ出しを抑えることが考えら

れる。今回の調査でば、スラッジの金属含有率を分析し、

メッキ工程からの金属のくみ出し量を推定した。これを

TableVに示す。くみ出し率の極端に高い金属はクロ

Table V　金属のくみ出し率

A B C D E D 十E
メッキ スラソジ 放流水 スラッジ放流水 金　 属

材　 料 としての へ　 の 〈、　 の へ　 の くみ出

金 使用量 排出量 排出量 移行率 移行率 し　 率
属 世路 ） 笹㌢月）馴 ） （％） （％） （％）

ニソケル 7 997 1，094 275 13 7 3 ．4 17．1

銅 7，0 26 1，221 70 17 4 1．0 18 4

クロム 2，827 1，8 14 37 64 2 1 3 65 5

亜 鉛 21，654 3，586 264 16 6 1、2 17 8

ムである。これはクロメート老化液の更新によるものと

考えられる。クロメーート老化液の回収使用は難しいとい

われているが、今後の課題であろう。他の金属について

は、キリンス処理によるくみ出し率の高い事業場もみら

れるが、全般的には同じ慣向である（16～17％）。

放流水への移行率の高いのがニッケルである。他の金

属の約3倍となっている。これは、ニッケルが末規制と

いうことで、ニッケルの水酸化物沈殿の適正pHに調整

されていないかまたはニッケルメッキ後の水洗水をアル

カリ脱脂後の水洗水と混ぜ、中和のみで放流するなど対

応策がとられていないことに原因がある。

3．5　基準超過原因の解析

3．5．1　項目別基準超過率

52事業場の年2回立入り調査における延採水回数は

98件、基準超過事業場数は30件、超過率は30．6％

である。超過事業場1件当りの超過項目数は14である。

項目別基準超過率をメッキ形態別に示したものがTable

Ⅶである。分析項目の決定は使用メッキ材料、薬品、及

び被メッキ物の素材から行った。

基準超過率の一番高いのは亜鉛（16＿3％）であり、

以下鉱油類、シアソ、銅、p日の順となる。亜鉛はA分
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Table　Ⅶ　　項　目　別基準超過率

、目
分

p H C N cr6十 C T C u Z n P b F 鉱油類
基準超過
事 業 場

A
0・（基） 15 0（嘉） 0 （基） 3・8（左） 0・（昔） 28 6（基） 0 （昔） 0 （♀）25・0（畠） チリ （誌）

B
18 8（孟） 12 5（孟） 0 （昔） 0 （告）18 8（孟） 13 3（孟） 0 （筈） 0 （昔） 0 （告） 37 5（完）

C 13 0（宗） 10 5（孟） 0 （基） 4 5（去） 13・0（孟） 5・9（占） 0 （茎） 12 5（与） 0 （告）30 4（孟）

D 0 （品） 0 （基） 3－8（去） 0 （纂） 0 （基） 11・5（孟） 0・（豊） 0 （告） 8 3（畠）19 2（羞）

E 0 （‡） 0・（昔） 0 （昔） 0 （筈） 0 （‡） 0・（吉） 0・（‡） 0 （昔） 0 （を） 0－（号）

計 6 1（孟） 9 1（み 1 3（孟） 2 5（孟） 9 0浣 ） 16 3（諾） 0・（畠） 4 8（去）10・0（孟） 30 6（莞）

注1）A．亜鉛メソキライソが主体である事業場
B：貴金属メッキラインが主体である事業場

c：銅一ニッケル【クロムライソが主体である事業場

D：亜鉛メッキライソ、及び貴金属メソキライソまたは嗣「ニノケルークロムラインが主体である事業場

E：工業用クロムメッキラインまたは特殊なメタキが主体である事業場

2）単位は％、（）内は基準超過事業場数／対象事業場数である0

類の事業場においては286％の超過率を示している。

A分類の事業場は青化亜鉛のバレルメソキによるくみ出

し量が多いこと、また排水の系路分別、処理施設の油浮

上等、メソキ事業場の中でも一番問題をかかえていると

いえる。鉱油頸の基準超過もすべて亜鉛メッキを行って

いる事業場である。

同じ亜鉛メ，キを行っている分類Dの事業場の亜鉛の

基準超過は115プかこ過ぎないし、他の項目においても、

基準超過は少ない。これは分類Dの事業場は、メッキ事

業場の中では規模の大きい事業場が多く、排水処理への

配慮が比較的良くなされているためである0

分類Bの事業場はメッキ専業でない事業規模の大きい

工場と、極めて零細な家内工業的な事業場に大別され、

基準超過は後者に集中している。

亜鉛メッキを行っていない事業場からの亜鉛の基準超

過が3件あるが、これは被メアキ物の素材の溶出による

ものである。

銅の基準超過事業場は青化錮メッキ、または硫酸銅メ

ッキを行っている事業易であり、ピロりん酸銅メッキ事

業場における鋼の基準超過はない○

鉛はハソダメッキまたはクロムメッキを行っている事

業場を対象とした。クロムメッキを対象としたのはクロ

ムメソキの陽極に鉛合金が使用されている理由である○

しかし、クロムメッキ事業場のクロム系処理前の排水中

の鈴鹿度は極めて数量であり、処理水中の鉛の心配はな

いといえる。

ふっ素はほうふっ化浴のメノキ、ケイふっ化ソ欄ダ添

加クロムメッキ、及び酸洗にふっ酸系の薬品を使用して

いる事業場を対象とした。基準超過1件はふっ酸系の薬

品を使用している事業場である。ケイふっ化ソーダ添加

クロムメソキ浴中のふっ素は低濃度であるため、ほとん

ど問題にならないといえる。

3．5．2　基準超過原因

基準超過原因は維持管理上の単純なミスもあるが、い

くつかの原因が複掛こ絡んで、基準超過するケースもあ

る。

基準超過延30事業場について、その主原因と思われ

るものを、流入管理、処理施設の構造、維持管理の3通

りに大別したものがFlg8である○

Flg8　基準超過原田

維持管理に原因があるとされるものが半数以上を占め

るが、その維持管理を難しくさせている処理施設の構造、

及び流入管理上の問題点も見逃せない。

以下、各分類に分けてその概要を述べる0

一3　5一



3．5．2．1　流入管理

8件のうち4件はシアン系の系路分別不完全によるシ

アンの基準超過であり、このうち1件は鉄錯塩生成によ

る分解不完全という原因も絡んでいる。またシアンとと

もに亜鉛が基準超過したものは2件ある。

残り4件は鉱油類の基準超過である。油類は現状の処

理施設では処理施設に庶人させることに問題があるとし

て、原因を流入管理とした。

3．5．2．2　処理施設の構造

沈殿槽の容量不足2件、沈殿槽、凝集槽、pEI調整槽

の構造欠陥がそれぞれ1件、及びメッキ前処理工程の水

洗水を中和処理だけで放流していたため、この中に基準

を上回る亜鉛とふっ素が含まれていたという、排水系路

上の欠陥が1件である。

3．5．2．3　繚持管理

16件のうち、電極の設定不適、調整不良が13件と、

電極の維持管理に集中している。

その13件のうち9件は固液分離前の1次p王了に原因

があり、金属の基準超過を招いている。しかし、この中

の6件は後処理pIl調整梧が無いため、高pH設定でき

ないという処理施設の構造欠陥がその遠因となっている。

残りは後処理pH2件とシアン分解pIl、ORP2件で

ある。シアン分解pE、ORPに起因する基準超過ば、

酸化剤の注入不足によるシアンと鋼の基準超過、及び酸

化剤が大過剰投入されたため、クロムの再酸化が生じ六

価クロムが基準超過したものである。

電極に関する以外の原田は、スラッジの大量堆積によ

るフロックの流出、手動による回分式処理ミス、及び電

気系統の断線による無処理水の流出が、それぞれ1件で

ある。

ヰ　まとめ

排水基準超過の原因として、排水の流入管理、施設の

構造、維持管理等の問題点を明らかにした。維持管理に

原因する場合が半数以上を占めている。どんなりっばな

設備があったとしても、それが正しく作動し、基準値内

に処理されなければ意味がない。その意味で維持管理の

徹底を図ることが重要である。また、スラッジの処分は

ます吏す困難になると予想されるので、今後は排水処理

のクローズド化が課苛となろう。

おわりに、この調査にあたり御協力をいただいた保障

所の方々に対し深く感謝する。
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